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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和３年７月６日 １１時４５分ごろ（死亡時刻：７月６日 １３時

１０分） 

発生場所 広島県福山市走
はしり

島南方沖 

走
はしり

港浦
うら

友
とも

新防波堤灯台から真方位２１４°２.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１７.９′ 東経１３３°２４.３′） 

事故の概要 漁船第八大利
だ い り

丸は、操業中、甲板員Ａ１が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和３年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ａ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八大利丸、９.９９トン（従船） 

   ＫＡ２－１１７１（漁船登録番号）、個人所有、大平水産株式

会社（Ａ社） 

１４.５４ｍ（Lr）×３.２６ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

７年３月３０日 

Ｂ 漁船 第七大利丸、９.９６トン（主船） 

   ＫＡ２－１１７０（漁船登録番号）、個人所有、Ａ社 

１４.５４ｍ（Lr）×３.２５ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

７年３月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年４月１３日 

免許証交付日 平成２９年２月２７日 

           （令和４年９月２日まで有効） 

  甲板員Ａ１ ５４歳 

Ｂ 船長Ｂ ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年６月２６日 

免許証交付日 平成３０年８月２７日 

           （令和６年６月２５日まで有効） 
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死傷者等 Ａ 死亡 １人（甲板員Ａ１） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約１.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、海水温 約２８～２９℃、

気温 約３２～３３℃ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａ１ほか２人が乗り組み、Ａ船の右舷側

と船長Ｂほか３人が乗り組んだＢ船の左舷側を接舷させてワイヤ（も

やい）で船首側と船尾側の２か所を固定して横抱き状態とし、運搬船

である僚船２隻と共に船団を組み、二そういわし船びき網漁を行う目

的で、令和３年７月６日０５時３０分ごろ、走島周辺の漁場に向けて

香川県三豊
み と よ

市仁尾
に お

港を出港した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、０７時００分ごろ走島南西方沖の漁場に到着

して２回の操業を行って揚網した後、再びＡ船とＢ船を横抱き状態と

して、魚群探索を行った。 

 船団を指揮する船長Ｂは、走島南西方沖で魚群を発見して操業開始

のブザーを鳴らし、船長Ａに左転の指示をした。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、Ａ船の船首甲板上にいた甲板員Ａ１が、船尾

側のもやいの解除作業の準備で船尾方に向けて、Ａ船の船橋右舷側の

通路を歩いていくのを見た。 

 Ｂ船の左舷船首部で船首側のもやいの解除作業の準備をしていた甲

板員（以下「甲板員Ｂ」という。）は、１１時４５分ごろ船尾方のＡ

船とＢ船の間の海面に青いカッパのようなものが見えたので、Ａ船の

右舷側甲板上を見て甲板員Ａ１がいないことに気付き、船尾方を指さ

して甲板員Ａ１が落水したと船長Ａに向けて叫んだ。 

 船長Ａは、Ａ船とＢ船の船尾甲板上にいた乗組員に投網の合図をし

たところ、甲板員Ｂの声を聞いて、船尾方を見て船尾方５０～７０ｍ

付近の海面に浮いている甲板員Ａ１を発見した。 

 船長Ｂは、Ａ船の船尾からロープを持って甲板員Ａ１の所まで泳い

で行き、甲板員Ａ１に意識があることを確認してから、甲板員Ａ１の左

手にロープを巻き付けてＡ船に引き寄せた。 

 Ａ船の船尾甲板上にいた甲板員（以下「甲板員Ａ２」という。）は、

甲板員Ａ１の手からロープが離れるのを見て、船尾から飛び込んで甲

板員Ａ１の救命胴衣を掴んでＡ船まで引き寄せた。 

 甲板員Ａ１は、Ａ船の船尾甲板上に引き揚げられてから、僚船によ

り、乗組員に救命措置を施されながら福山市鞆
とも

港まで運ばれ、救急車

で福山市内の病院に搬送された後、医師により１３時１０分に溺水に

よる死亡と検案された。 

 海上保安庁への通報は、消防署より１３時０３分に行われた。 
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（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船及びＢ船、写真２ Ａ

船及びＢ船、付図２ 船体略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船及びＢ船は、漁場の移動や魚群探索を行うときは横抱き状態で

航行し、魚群を発見したら船長Ｂが操業開始を指示し、両船の船尾か

ら網を投入しながら左右どちらかに１８０°旋回した後、両船を連結

している船首と船尾のもやいを解除して両船の間隔を空けて、二そう

引きで網を引き、いわし等を漁獲していた。 

Ａ船の船橋右舷側には､ハンドレールが設置されていた。 

甲板員Ａ１が落水したＡ船の船橋右舷側の通路は、幅が約６７㎝、

ブルワークの甲板からの高さが約４１㎝あった。 

Ａ船の乗組員は、甲板員Ａ１に対して、危険な行為等については、

適宜、注意していた。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、甲板員Ａ１がＡ船から落水する瞬間を目

撃したものはいなかった。 

甲板員Ａ１は、青いゴム製オーバーオールのカッパの上に固定式ベ

ストタイプの救命胴衣を着用していた。 

甲板員Ａ１は、これまでに漁船に乗り組んだ経験はなく、６月１４

日に本船に初めて乗船した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 甲板員Ａ１の死因は、溺水であった。 

甲板員Ａ１は、Ａ船及びＢ船が走島南西方沖の漁場において二そう

いわし船びき網漁を操業中、Ａ船の船橋右舷側の通路を船尾方に移動

していたとき、落水して溺死したものと推定される。 

甲板員Ａ１は、船尾側のもやいの解除作業を行うことから、Ａ船の

船首甲板上から船橋右舷側の通路を通って船尾方に移動していたもの

と考えられる。 

原因 本事故は、走島南西方沖の漁場において、Ａ船及びＢ船が二そうい

わし船びき網漁を操業中、甲板員Ａ１が、Ａ船の船首甲板上から船橋

右舷側の通路を通って船尾方に移動していたとき、落水して溺水した

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・乗組員は、構造物に設置されたハンドレール等に手をかけるなど

して落水防止に努めること。 

・船長は、操業経験が少ない乗組員に対して、危険と考えられる行

動があった場合は、その都度、注意喚起及び指導を行うこと。 

・船長は、事故発生後、負傷者等の救護、救助のため、速やかに海
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上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船及びＢ船 

 

 

 

 

写真２ Ａ船及びＢ船 
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付図２ 船体略図 
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